


地球温暖化に伴う気候変動の影響により、自然
災害の激甚化・頻発化等が懸念されています。
気候変動対策の推進は、我が国のみならず地球
規模での対応が求められる喫緊の課題となって
います。

本計画では、2050年カーボンニュートラルの実
現に向けて、北陸地方整備局の道路分野におけ
る脱炭素化に関する取組を示すものです。

道路は、我が国の経済成長を支え安全安心な暮
らしを確保する重要な社会基盤である一方、そ
の整備・管理・利用によりCO₂排出を伴うこと
から、脱炭素に関わる役割と責任を積極的に果
たしていく必要があります。
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1-1.我が国の温室効果ガス排出削減と道路分野の取組

▸我が国の温室効果ガス排出・吸収量は、2023年度に約10.2億t-CO2/年となり、2013年度比で27. 1％減少（▲約3.8億t-CO2 ）して
おり、2050年ネット・ゼロに向けた順調な減少傾向を継続しています。▸これらの温室効果ガスの削減に向けて、道路分野ではWISENET2050※において「低炭素で持続可能な道路の実現」を政策のコン
セプトの１つとして位置付けて、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、道路の脱炭素化施策を展開することとしています。

■我が国における削減目標

1

出典.道路分野の脱炭素化政策集 Ver.2.0（国土交通省道路局）

※国土幹線道路部会中間とりまとめ「高規格道路 ネットワークのあり方（令和5年10月31日）」を受け、その
内容やデータ・事例を紹介するとともに、関連する政策について、国土交通省道路局としてまとめた政策集

■ WISENETのコンセプト
ワ イ ズ ネ ッ ト

出典. WISENET2050・政策集（国土交通省道路局）に一部加筆

WISENET： World-class Infrastructure with 3S(Smart, Safe, Sustainable) 

Empowered NETwork
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1-２.道路分野における脱炭素化を促進する枠組み

▸道路分野におけるCO2排出量は2023年度において約1.7億t-CO2/年
であり、我が国のCO2排出量の約18％を占めています。

▸このうち、道路整備：0.8％、道路管理：0.3％、道路利用：16.5％
の割合となっており、自動車からの排出が含まれる道路利用が9割
以上を占めています。

▸道路の脱炭素化の推進等を目的として、2025年4月に道路法が改正
され、道路管理者が国の道路脱炭素化基本方針（以下、基本方
針）に基づき道路脱炭素化推進計画を策定し、多様な関係者の連
携による脱炭素化を進める枠組みが導入されました。

▸これを受けて、北陸地方整備局でも、基本方針で定められた事項
に基づき、道路脱炭素化推進計画を策定します。

■我が国のCO2排出量と道路分野の関係（2023年度）

■道路管理者が協働して脱炭素化を促進する枠組み

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

道路分野

約18％

道路整備

約0.8％

約785万t-CO₂/年

道路管理

約0.3％

約288万t-CO₂/年

道路利用

約16.5％

約1億6,275万t-CO₂/年

注）・「2023年度の我が国の温室効果ガス排出量及び吸収量について（環境省）」等に基づき作成
・道路整備の排出量は、道路工事、アスファルト製造・合材製造、生コンクリート製造、鉄鋼製造による道路

建設時のCO2排出量（総合エネルギー統計(2023)、（社）日本アスファルト合材協会資料他）を基に算出
・道路利用の排出量は、日本の温室効果ガス排出量データ（国立環境研究所 温室効果ガスインベントリオ

フィス）の「自動車（旅客）」と「貨物自動車/トラック」より算出
・道路管理の排出量は、国道、都道府県道、市区町村道、高速道路における電力消費量（道路局調べ）を基に

算出。道路分野の排出量の日本全体の排出量に対する割合は、日本全体の二酸化炭素排出量のみ（メタン等
他の温室効果ガスおよび吸収量含まない）の値と比較して算出

【道路脱炭素化基本方針】 【道路脱炭素化推進計画】
・道路の脱炭素化の推進の意義･目的
・国が実施すべき施策の基本方針
・脱炭素化推進計画の策定に関する

基本的事項 等

・道路の脱炭素化の目標
・道路の脱炭素化の推進を図るため

の施策
・計画の実施に必要な事項

方針提示

報告

①脱炭素に配慮した道路構造への転換
・LED照明、低炭素アスファルト 等

②道路空間における脱炭素化施設の導入促進
・道路空間において太陽光発電等、民間が活用できるよう

道路占用基準を緩和

脱炭素化技術の
活用を促進

国 道路管理者
（国、高速道路会社、自治体等）

2

道路分野以外

道路分野のCO₂排出量 ：約1.7億 t-CO₂/年

ⅰ．施策の基本的な方向性 ⅱ．道路法の改正と新たな枠組みの導入
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道路脱炭素化推進計画

【道路の利用】
・道路を走行する

自動車 等

1-３.道路脱炭素化推進計画の基本的事項

▸道路脱炭素化基本方針に基づき、北陸地方整備局管内の脱
炭素化の目標を定めると共に、目標の実現に向けた施策及
びロードマップを策定します。

▸道路脱炭素化基本方針に基づき、2040年度迄とします。

▸北陸地方整備局管内の直轄国道を基本とします。

▸道路管理における燃料や電力などの使用に伴うScope1(直
接排出)、Scope2(間接排出)と合わせて、道路整備や道路
利用におけるScope3(事業者の活動に関連する他者の排出)
についても、できる限り削減に取り組みます。

■ CO2排出量削減の検討範囲
（サプライチェーン排出量の考え方）

【道路の建設】
・建設機械の稼働
・建設資材の調達 等

【道路の管理】
・管理用車両の走行
・道路照明 等

電力会社

【Scope3(上流)】
道路建設･管理のために
調達する工事等の
間接排出

電力の
供給

【Scope2】
他者から供給された
電気の使用に伴う
間接排出

【Scope1】
事業者自らによる
直接排出

【Scope3(下流)】

道路を走行する
自動車からの排出

3

ⅰ．検討の目的

ⅱ．計画の期間

ⅲ．計画の対象地域

ⅳ．CO2排出量削減の検討範囲
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道路脱炭素化推進計画 4

２-１. 施策の基本的な方向性

▸道路脱炭素化基本方針における「政府が実施する施策の基本的な方向性」と同様に、以下の４点を施策の基本
的な方向性とします。

■「道路脱炭素化基本方針」における施策の基本的な方向性

道路全体の

削減目標の

実現

▸道路建設から管理までのライフサイクル全体におけるCO2排出量について、
新技術を積極的に取り入れながら削減を推進します。

①道路のライフサイクル全体の低炭素化

▸次世代自動車の開発･普及や、再生可能エネルギーの活用・収容等を促進するため、
道路空間における発電･送電･給電･蓄電の取組を推進します。

②道路交通のグリーン化を支える道路空間の創出

▸自動車による輸送を代替できる部分については、ハード整備とソフト施策を両輪と
した低炭素な移動手段への転換を促進します。

③低炭素な人流・物流

▸自動車からのCO2の排出削減につながるよう、ボトルネック箇所や局所的な渋滞が
発生している箇所等に対策を行い、道路交通の適正化を図ります。

④道路交通の適正化
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▸個別施策ごとの整備指標を定めて、
道路全体の削減目標に貢献します。

２-2.脱炭素化目標

個別施策ごとの整備指標を設定

■道路全体のCO2削減目標

2013年度 2030年度 2035年度 2040年度 2050年度

46％ 削減 60％ 削減 73％ 削減

カーボン
ニュートラル

5

■ CO2排出量の基準値（基準年度:2013年度）
CO2排出量（2013年度）区 分

0.09万 t-CO2/年道路関係車両からのCO2排出量

2.04万 t-CO2/年道路照明の電力消費によるCO2排出量

0.71万 t-CO2/年道路設備・施設の電力消費によるCO2排出量

2.84万 t-CO2/年計

■ CO2削減目標

2040年度2030年度

92.4 ％71.8 ％CO2目標削減率

2.62万 t-CO2/年2.04万 t-CO2/年CO2目標削減量

▸各道路管理者が管理する道路において、
定量的なCO2排出量の削減目標を定めます。

道路管理分野

道路整備分野 道路利用分野
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道路管理分野

道路利用分野

道路整備分野

※北陸地方整備局が管理する道路の目標値

※道路全体の目標値（道路脱炭素化基本方針）

■北陸地方整備局が管理する道路のCO2削減目標
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2-3. 北陸地方整備局の施策目標

CO2削減量各取組の整備指標

施 策
2040年度2030年度2040年度2030年度

2013年度
（基準年度）

0.004万 t-CO2/年 ※0.013万 t-CO2/年 ※ー100 ％1.5 ％道路関係車両の電動車化

1.96万 t-CO2/年 ※1.53万 t-CO2/年 ※ー100 ％14.8 ％道路照明のLED化

0.66万 t-CO2/年 ※0.49万 t-CO2/年 ※80 ％60 ％16.5 ％再生可能エネルギー活用

ーー３箇所２箇所ー太陽光発電施設の導入

2.62万 t-CO2/年2.04万 t-CO2/年計

各施策の整備指標

内容（指標）施策
2040年度2030年度

2013年度
（基準年度）

14％6 ％ー低炭素アスファルトの合材出荷率（全国）
低炭素アスファルトの導入促進

１５～２０％１０～１５％ー低炭素アスファルトの工事件数割合

12 件/年6 件/年ーGX建設機械の試行工事件数建設機械の脱炭素化

各取組の取組指標

内容（指標）施策
2040年度2030年度

2013年度
（基準年度）

ー２６ 口/２１駅
（うち２３口/１８駅は2024年度までに設置済）

２口/２駅
道の駅における

EV充電施設設置口数（直轄一体型）
EV急速充電器の設置

約 ４0 km約 ３5 ｋｍ
（うち27ｋｍは2023年度までに整備済）

－自転車通行区間の整備延長（直轄国道）自転車利用促進

今後検討約 40か所解消
（うち約３0箇所は2025年9月時点で解消済）

2６９か所主要渋滞箇所数（直轄国道）渋 滞 対 策
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道路管理分野

道路利用分野

道路整備分野

※2030年度については2022年度の稼働時間をベースとした削減量、2040年度については2023年度の稼働時間をベースとした削減量
※四捨五入の関係で、各施策におけるCO2削減量の合算値が全体の合計値と一致しない場合がある。
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３-１.道路管理分野の施策

4 太陽光発電施設の導入

1 道路関係車両の電動車化

▸2030年度までにパトロールカー及
び公用車は100％電動車化※1･2を目
指します。

2040年度2030年度
2013年度
（基準年度）

整備指標

ー100 ％1.５ ％道路関係車両の電動車化率

※1.電動車化とは、電気自動車、燃料電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、ハイブリッド自動車を指す。
※2.電動車化については、代替可能な電動車がない場合を除く。

道路巡回状況

３ 再生可能エネルギー活用

▸道路管理に使用する電力の再生可能エ
ネルギー比率を2030年度までに60％、
2040年度までに80％とすることを目
指します。

2040年度2030年度
2013年度
（基準年度）

整備指標

80 ％60 ％16.5 ％調達電力の再生可能エネルギー比率

2040年度2030年度
2013年度
（基準年度）

整備指標

ー100 ％14.８ ％道路照明のLED化率

2 道路照明のLED化

▸2030年度までに道路照明及びトンネ
ル照明は100％LED化を目指します。

LED照明の整備状況

再生可能エネルギーの電力調達（イメージ）

電力会社

再生可能エネルギー
による発電

管理施設への電力利用

道路管理者

電力調達

道路照明等

太陽光発電等

ペロブスカイト太陽電池（イメージ）
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道路管理分野

出典.道路分野の脱炭素化政策集 Ver.2.0
そ
の
他
の
施
策

▸道路関係車両に対して、走行時に
CO2排出量が少ない電動車を導入
します。

▸既存または新設の道路照明を従来比で
約56%の電力削減が可能なLED照明に
切り替えます。

▸道路の日常管理のエネルギー消費のう
ち約8割を占めている電力使用につい
て、再生可能エネルギーを活用します。

▸また、限られた道路空間を有効活用するため、
ペロブスカイト太陽電池など、省スペースで
も設置できる新技術の導入可能性を検討して
いきます。

▸既存施設や道路空間において、太陽光発電施
設の導入可能性を検討します。

2040年度2030年度
2013年度
（基準年度）

整備指標

３箇所２箇所―太陽光発電施設の設置数※

※太陽光発電施設の設置数についてはトイレコンテナ等も含む
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３-１.道路管理分野の施策
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５ その他の取り組み

▸道路管理者が使用する電力等の一部を雪エネルギーや地中熱などの再生可能エネルギーで賄うことにより、ＣＯ２削減を図ります。
▸各種施設の新設や更新などのタイミングにおいて、活用を検討していきます。

地中熱を活用した融雪装置
（国道８号 新潟バイパス）

雪エネルギーを活用した雪冷房
（出典：新潟県南魚沼地域振興局）

雪 室庁舎冷房

地中熱の活用事例雪エネルギーの活用事例
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３-２.道路整備分野の施策

1 低炭素アスファルトの導入促進

▸通常より低温で製造する中温化技術を用いた低炭素アスファルト合材の積極的な導
入を促進し、舗装におけるCO2排出量を低減します。

▸低炭素アスファルトの工事件数割合を2030年度までに10～15%、2040年度までに15
～20％とし、順次導入工事を拡大します。

2040年度２０３０年度
２０１３年度
（基準年度）

整備指標

14％６％ー低炭素アスファルトの合材出荷率（全国）

１５～２０％１０～１５％ー低炭素アスファルトの工事件数割合 ※

2 建設機械の脱炭素化

▸道路工事における建設機械について、GX建設機械の試験導入を促進し建設機械の脱
炭素化を推進します。

▸GX建設機械を導入する試行工事件数を2030年度までに6件、2040年度までに12件と
し、順次導入工事を拡大します。

［中温化アスファルト混合物］
加熱アスファルト混合物において、調整剤（中温化剤）を添加することにより必要な品質を
確保しつつ製造時の加熱温度を30℃程度低減させて製造されるアスファルト混合物
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３ その他の取り組み

電動バックホウによる施工状況 電動バックホウの充電状況

施工事例 国道113号 道路維持工事

▸CO2排出量の多いセメントの使用を削減するため、フライアッシュなど建設副産
物の活用を検討します。

舗装施工状況

施工事例

国道４７０号 能越道舗装復旧工事

出典. LCAの計算事例 中温化アスファルト混合物の事例（国土交通省）
ライフサイクルに基づく低炭素アスファルトのCO2削減の仕組

中温化アスファルト混合物においては資
材採取では中温化剤添加によりCO2排出
量は増加するものの、資材製造段階での
CO2排出量が減少

建設副産物の活用

フライアッシュセメントの活用事例（国道８号 石川県加賀市）

2040年度２０３０年度
２０１３年度
（基準年度）

整備指標

1２件６件ーGX建設機械の試行工事件数

※工事件数割合の母数はAs舗装工事（改築・維持修繕）の年間発注件数を想定
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2040年度２０３０年度
２０１３年度
（基準年度）

整備指標

約 ４0 km
約 ３5 ｋｍ

うち27ｋｍは
2023年度までに整備済

ー
自転車通行区間の整備延長

（直轄国道）

2040年度２０３０年度
２０１３年度
（基準年度）

整備指標

ー
２６口／２１駅
うち２３口/１８駅は

2024年度までに設置済

２口／２駅
道の駅におけるEV充電施設設置口数※

（直轄一体型）

１０

３-３.道路利用分野の施策

1 EV急速充電器の設置（道の駅）

▸道の駅におけるEV急速充電器の設置を促進し、EV車の利便性を向上させ、普及促
進を図ります。

▸道の駅（直轄一体型）のEV充電施設設置口数を2030年度までに26口/21駅とする
ことを目指します。

2 自転車利用促進

▸安全で快適な自転車通行空間の整備推進により、自動車利用から自転車利用への転
換を促進します。

▸自転車通行空間（直轄国道）の整備延長を2030年度までに約35km、2040年度まで
に約40kmとすることを目指します。
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自転車歩行者道分離 （国道７号 新潟県新潟市）

そ
の
他
の
施
策

設置事例 整備事例道の駅「ＫＯＫＯくろべ」 （富山県黒部市）

※設置口数は占用含む

９月２０日

自転車道 歩道
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2040年度２０３０年度
２０１３年度
（基準年度）

整備指標

今後検討約40か所解消
うち約３0箇所は

2025年9月までに解消済

2６９か所
主要渋滞箇所数

（直轄国道）

１１

３-３.道路利用分野の施策

３ 渋滞対策

▸自動車からのＣＯ2の排出削減につながるよう、相対的に交通容量が低下しているボ
トルネック箇所や、局所的な渋滞が発生している箇所における渋滞対策を行い、道
路交通の適正化を図ります。

▸主要渋滞箇所（直轄国道）を2030年度までに約40か所解消することを目指し、それ
以降についても更なる削減に向けて検討していきます。

国道8号 富山高岡バイパス（坂東交差点）

国道49号 水原バイパス

国道8号 加賀拡幅

供用前

国道17号 妙見堰交差点

対策前

対策事例① 交差点立体化

至 富山市

至 高岡市

至 富山市

至 高岡市

対策事例② 現道拡幅

供用後

対策事例③ バイパス

至 阿賀町

至 新潟市

対策事例④ 局所対策（左折レーン設置）

対策後

至 長岡市街地

至 小千谷市

左折車が直進車両
を阻害している

至 小千谷市

至 長岡市街地

左折レーン設置
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至 福井市 至 福井市

至 金沢市 至 金沢市

供用前 供用後
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３-３.道路利用分野の施策

４ その他の取り組み

▸創造的復興に向けた取り組みの柱の１つとして、自転車が快適に走れる環境づくり
に加え、震災で縮小したサイクルイベントなどの取り組みの支援を通じて、能登の
魅力を国内・海外に発信し、サイクルツーリズムを盛り上げます。

能登半島絶景海道

能登半島絶景海道の創造的復興に向けた基本方針 「じてんしゃ旅、ふたたび」

サイクルトレインの支援

自転車通行区間の整備

サイクルスポーツイベントの支援

レンタサイクルの推進

多言語版ルートマップの作成

サイクルツーリズムと
連携したイベントの開催

▸冬期のスタック等によ
る車両滞留を想定し、
ポータブル充電器等を
事務所や出張所に配備
することで、将来的な
ＥＶ車の普及への対応
を図ります。

EV車両の普及支援

まちなかの人・公共交通を優先した道路空間形成

▸新潟駅交通ターミナル整備事業により、中・長距離バスを集約するバスターミナルを
整備するとともに、路線バスとの運行経路を分離することで、交通の円滑化、人・公
共交通を優先した道路空間の再編を図ります。

▸生活道路における自治体のゾーン３０プラスの取り組みを継続的に支援し、人優先の
通行空間整備を促進します。

生活道路における人優先の通行空間整備

新潟駅交通ターミナル整備事業 整備イメージ

そ
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他
の
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ゾーン30プラス
路面表示

ゾーン30プラス
看板

ゾーン30プラスエリアへの
進入についてドライバーに注意喚起

凸型ハンプ

凸型路面と視覚効果で車両速度を抑制

ゾーン30プラスの対策事例（新潟県新潟市）ポータブル充電器の使用状況（訓練）
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３-４.ロードマップ

EV急速充電器設置
（道の駅）

道
路
利
用

自転車利用促進

渋滞対策

低炭素
アスファルトの
導入促進道

路
整
備

建設機械の
脱炭素化

2026年度 2030年度 2040年度 2050年度
2013年度
（基準値）

施策分野

道路関係車両の
電動化

道
路
管
理

道路照明の
LED化

再生可能
エネルギー
活用

太陽光発電施設の
導入

カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
の
実
現

道
路
管
理
分
野
の
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
の
実
現

GX建設機械の試験導入を促進

合材出荷率
14％

工事件数割合
１５～２０％

試行工事件数
6件/年

試行工事件数
12件/年

道の駅（直轄一体型）での
急速充電器の設置を促進

関係機関とも連携し、
自転車通行空間の整備を促進

設置箇所数（直轄一体型）
26口/21駅

自転車通行空間の整備延長
約３5km（直轄国道）

自転車通行空間の整備延長
約４0ｋｍ（直轄国道）

主要渋滞箇所（直轄国道）
約40か所解消

今後検討

合材出荷率
6％

工事件数割合
１０～１５％

設置箇所数
２口/２駅

自転車通行空間
の整備延長

－

主要渋滞箇所数
（直轄国道）
269か所

試行工事件数
ー

合材出荷率
ー

サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
な

社
会
の
実
現
に
向
け
た
取
組
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道
路
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分
野

道
路
管
理
分
野

電動化率
1.5％

道路照明のLED化を促進
道路照明のLED化

100％
道路照明の

LED化
14.8％

太陽光発電施設
設置数

ー

既存施設・道路空間への導入検討
試行・検証

太陽光発電施設
２箇所

再エネ調達率
16.5％

再生可能エネルギーの入札要件化な
どにより電源調達の改善を促進 更なる電力調達の改善を推進

再エネ調達率
60％

再エネ調達率
80％

パトロールカー及び公用車の
電動車化を促進

民間の技術開発状況等も踏まえ、
対象車両の拡大を検討

電動化率
100％

新技術の開発状況等を踏まえて
更なる低炭素化を検討

試行箇所の検証結果、新技術の開発状況等
を踏まえて導入箇所の拡大を検討

現場条件・施工条件などを考慮の
うえ、低炭素アスファルトの積極的

な使用を促進
用途等を指定して使用を原則化するなど、

対象工事の拡大を検討

民間の技術開発状況等も踏まえ、対象工事の拡大を検討

整備状況を踏まえ、関係機関とも連携し、更なる整備を促進

ＥＶ車の普及状況等を踏まえ、
関係機関とも連携し、更なる充電環境の充実を促進

渋滞対策協議会等とも連携し、
渋滞対策を促進 対策状況を踏まえ、関係機関とも連携し、更なる対策を促進

太陽光発電施設
３箇所

工事件数割合
ー
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４-1.脱炭素化施設等の設置

▸道路占用制度を活用した脱炭素化施設等（太陽光発電設備等）の設置を行う場合には、道路脱炭素化推進計画に位置付けることと
し、今後、各施策において連携の可能性を検討していきます。

■脱炭素化施設の例

1 太陽光発電設備、風力発電設備

2 ＥＶ充電機器、ＥＶ充電施設

3 水素供給施設

4 シェアサイクル器具、シェア電動モビリティ器具

そ
の
他
の
施
策
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シェアサイクル器具の占用事例

国道７号（新潟県新潟市） 国道41号（富山県富山市）
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４-2.道路協力団体との協働

▸道路協力団体の協力を得て実施する必要のある道路の脱炭素化の施策については、道路協力団体の事前の同意を得て、道路脱炭素
化推進計画に位置付けることとし、今後、各施策において連携の可能性を検討していきます。

国道156号（富山県砺波市）

道路協力団体による花壇整備事例

国道157号（石川県金沢市）

■道路の脱炭素化に資する業務例
1 花壇整備・植栽管理

2 太陽光発電設備又は風力発電設備の設置・管理

3 シェアサイクル器具又はシェア電動モビリティ器具の設置・管理

4 道の駅等におけるＥＶ充電機器又は水素供給施設の設置に関するニーズ調査

5 道路の脱炭素化の推進に係る広報活動
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４-3.ネイチャーポジティブに向けた取組

取組事例 （生態系保全の事例）

▸国道１１３号鷹ノ巣道路では、トンネル及び橋梁を
多く採用する計画であり、動物の移動経路は確保さ
れるものと評価されていますが、事業者の実行可能
な範囲内で事業影響を低減することを目的として、
動物が脱出できる構造･形状の採用や在来種の保存の
ための工夫などに取り組んでいます。

【移動経路の確保】
・盛土・切土の土工区間が

連続する区間において、
計画路線と両生類の確認
地点及び行動圏の位置関
係を基に脱出斜路付き側
溝を設置 トウホクサンショウウオ

脱出斜路付き側溝

▸新潟国道事務所の管内では、ロードキルの
約３割が国道49号で発生しており、特にタ
ヌキ等のロードキル発生件数が多い新潟･福
島県境を対象に、警戒標識等による認知強
化対策を計画しています。

警戒標識・路面標識（イメージ）
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■対策案（警戒標識等による認知強化）

▸「道路脱炭素化基本方針」では、気候変動、生物多様性の損失及び汚染という３つの世界的危機に対し、カーボンニュートラルのほ
か、自然再興（ネイチャーポジティブ）や循環経済（サーキュラーエコノミー）等の政策を統合し、相乗効果を図ることが重要とさ
れています。▸また、WISENET2050※においても、ネイチャーポジティブの実現に向けて、動物の生息域分断の防止や、植物の生育環境の保全を図
る観点から、生態系に配慮した道路整備を推進することとされています。▸このため、道路分野におけるネイチャーポジティブの実現に向けた取組として、これまでの取組事例も参考にしながら、希少種をは
じめとした生態系の保全や、ロードキル発生件数の減少に向けた取組を推進します。

※令和2年～令和6年パトシステムから「動物死骸」を対象に集計（鳥類を除く）

■国道49号新潟･福島県境のロードキル発生状況

■新潟国道事務所管内ロードキル発生状況

そ
の
他
の
施
策

今後の取組予定 （ロードキル対策の事例）

N

至

新
潟
市

至

福
島
県

福取トンネル

阿 賀 町タ
ヌ
キ
注
意

：タヌキ

：ネコ

：イタチ

：ウサギ

：その他
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参 考 ～ CO2排出量の計算方法 ～

CO2排出係数試 算 方 法施 策

燃料当たりCO2排出係数
・ディーゼル車：2.619kg-CO2/L
・ガソリン車：2.322kg-CO2/L
・HV車：2.322kg-CO2/L

［環境省］

■パトロールカーは、稼働時間からガソリンや軽油の燃料使用量を算出し、パトロールカー
がハイブリッド車になった場合のCO2排出削減量を試算

CO2排出削減量[t-CO2/年]＝稼働時間[時間]×（ガソリン車・ディーゼル車の時間当
たり燃料消費量[L/h]−HV車の時間当たり燃料消費
量[L/h]）×CO2排出係数[kg-CO2/L]/1,000

■公用車は、ガソリンや軽油の燃料消費量から、全ての車両がハイブリッド車になった場合
のCO2排出削減量を試算

CO2排出削減量[t-CO2/年]＝（ガソリン車・ディーゼル車の燃料消費量[L] − H V
車の稼働時間[時間]×時間当たり燃料消費量[L/h]）
×CO2排出係数[kg-CO2/L]/1,000

道路関係車両の
電動化

消費電力によるCO2排出係数
・2013年：0.57kg-CO2/kWh

［電気事業連合会 2013年度］
・2030年：0.25kg-CO2/kWh ［環境省］
・2040年：0.04kg-CO2/kWh ［環境省］

■明かり部とトンネル部において、現状の高圧ナトリウム灯・蛍光灯・セラミックメタルハライ
ドランプを全てLED照明灯に交換した場合のCO2排出削減量を試算

CO2排出削減量[t-CO2/年]＝（高圧ナトリウム灯・蛍光灯・セラミックメタルハライド
ランプの照明灯数[灯]×消費電力[W/灯]−全てLED
照明灯に交換した場合の消費電力[W]）×点灯時間
[時間]×365[日/年]×CO2排出係数[kg-CO2/kW
h]/1,000,000

道路照明のLED化

電力使用によるCO2排出係数
・2013年：0.57kg-CO2/kWh ［環境省］
・2030年（再エネ60%）：0.173kg-CO2/kWh

［令和5年度環境配慮契約法基本方針検討会］
・2040年（再エネ80%）：0.040kg-CO2/kWh

［環境省］

■道路設備・施設（トンネル換気設備、表示板、ロードヒーティング、事務所、道の駅等）の電
力消費に対し、再生可能エネルギーの割合が60%、80%になった場合のCO2排出削減
量を試算

CO2排出削減量[t-CO2/年]＝道路設備・施設の電力消費[kWh]×（2013年のCO2

排出係数[kg-CO2/kWh]−2030年, 2040年のC
O2排出係数[kg-CO2/kWh]）/1,000

再生可能
エネルギーの活用
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